
 

鳥栖市消費生活センター 
住所：鳥栖市宿町 1118番地 鳥栖市役所 １階 市民協働推進課内 

電話：0942-85-3800 

相談時間：月～金曜日 午前９時～午後４時（祝日・年末年始除く） 

【実際に鳥栖市消費生活センターへ情報提供のあったハガキ(1月～2月)】 

（消費者庁イラスト集より） 

裏面も 
ご覧ください 

 

 

 このようなハガキが届いたというご相談が多く寄せ

られています。ハガキに載っている電話番号には電

話をせずに、消費生活センターへ相談してください。 

・「訴訟」、「差押え」など不安を

あおる言葉が使われている。 

・「身に覚えがない場合でもご

連絡をお願いします」などと書

かれている。 

「消費者相談事務局」、「地方 

裁判所管理局」など公的機関に 

似ている差出人による架空請求

が急増中。 
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トラブル防止のポイント 
●ハガキに記載された連絡先には連絡しないようにしましょう。 
●まずは、ご家族や消費生活センターにご相談ください。 
 

 
 

 

 

相談事例 

先ほど、『特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知

らせ』と書かれたハガキが届いた。（表面「ハガキの例参照」） 

身に覚えがないが、連絡がない場合は、財産を差し押さえる

と書いてあり心配だ。 

裁判所からのハガキのようだが、連絡した方がいいだろうか。 

（60歳代 女性） 

 

  

 
不審なハガキが送られてきたという相談が鳥栖市をはじめ全国

の消費生活センターへ寄せられています。 

ハガキには、「財産の差し押さえを強制的に執行する」などと 

不安をあおり、本人からの連絡を求める内容が書かれています。 

連絡先の電話番号に電話したところ、弁護士を名乗る人から

「訴訟の取り下げ料が必要」などと言われ、コンビニで‘プリペイドカ

ード’を買ってくるよう金銭を要求されるような架空請求の被害も

起きています。 

ハガキの裏面に情報を保護するシールが貼りつけてあったという

事例や、封書で送られてきたという事例もあります。 

不安に感じたら、一人で悩まずに、消費生活センターにご相

談ください。 

解  説 

鳥栖市消費生活センター (鳥栖市役所 市民協働推進課内) 
電話：0942-85-3800 
相談時間：月～金曜日 午前９時～午後４時（祝日・年末年始除く） 

～不審なハガキや封書が届いたときは、消費生活センターへ情報提供のご協力をお願いします～ 

（消費者庁イラスト集より） 

（消費者庁イラスト集より） 


